様式第１号（第５条関係）
（表）
配食サービス事業利用申請書
令和８年４月１日
ふじみ野市長　宛て

申請者　住所　ふじみ野市福岡１－１－１
氏名　ふじみ野　太郎本人及び御家族の自署

利用者との続柄　本人
電話番号　049-262-9038

ふじみ野市配食サービス事業を利用したいので、裏面に記載されている事項について承諾の上、下記のとおり申請します。
記
	フリガナ
	　フジミノ　タロウ
	住所
	ふじみ野市福岡１－１－１

	利用者氏名
	　ふじみ野　太郎
	
	

	生年月日
	昭和１０年１月１日
	電話番号
	　049-262-9038

	世帯状況
	☑一人暮らし
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	同居者
※利用者以外の情報
	氏名
	続柄
	生年月日

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	介護保険等認定状況
	☑要介護　１　２　３　４　５
□要支援　１　２
□事業対象者
	□身体障害者手帳　１級　２級
□療育手帳　　Ａ

	配食事業者
	　○○

	利用回数
	週7回

	緊急連絡先
	氏名
	続柄
	住所・電話番号

	
	　ふじみ野　二郎
	長男
	埼玉県川越市１－１－１
049(261)2611　　　　

	
	　
	　
	　　　(　　　)　　　　




（裏）
配食サービスの利用に当たり、下記の事項について承諾します。
記
１　利用決定のための審査に必要な利用者及びその世帯員の情報について、公簿等により市が確認すること。
２　申請した内容を市が配食事業者に提供すること。
３　利用者本人が不在等により弁当を受け取れない場合は、緊急連絡先欄に記載された者が安否確認を行うこと。
４　受取後の弁当の管理により生じた事故については、利用者の責任となること。
５　配食のキャンセルは、配食事業者の指定する日時までに配食事業者に直接連絡すること。
６　配食事業者の指定する日時までに配食のキャンセルの連絡がなかった場合における配食の費用は、実際に弁当の受取ができなかったときでも全て利用者の負担となること。
７　表面記載の氏名、住所、電話番号、世帯状況及び緊急連絡先に変更があったときは、市に速やかに連絡すること。
８　配食サービスを一時的に休止する場合は、配食事業者の指定する日時までに配食事業者に直接連絡すること。
９　毎年４月１日時点において１年以上配食サービスの利用がない場合は、利用決定を取り消されること。また、取り消された後に再度利用を希望する場合には、再度利用申請が必要なこと。
１０　配食の際に安否が確認できない場合等状況に応じて、市その他関係機関が玄関、窓等を破壊する等の方法で利用者の住居に立ち入り、利用者の安否を確認する場合があること。この場合における住居の復旧に関する費用は、利用者の負担となること。
